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愛知県 

豊田市 

 
〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者 対象者の要件 
交付条件 

補助対象事業等 補助額等 限度額 

豊田市創造産

業立地補助金

交付要綱（創

造産業立地補

助金） 

 

R6.4 

愛 知 県 内

に 20 年 以

上 か つ 豊

田 市 内 に

10 年 以 上

立 地 す る

工 場 等 を

有 す る 企

業 で 、 工

場 、 研 究

所 の 新 増

設 等 を行 う

企 業  

(1)固定資産取

得費用 

 （土地を除く） 

○大企業（中堅

企 業 を 除 く 。 ） 

25 億円以上 

○中小企業・中

堅企業 １億円

以上 

(2) 雇用要件 

認定申請日から

交付申請までの

間、以下の常用

雇用者を維持 

○大企業 50 人

以上 

○中小企業・中

堅企業 25 人以

上 

○次世代成長分

野の事業に関

わる製品の製

造又は研究に

取り組む企業 

 

ア 次世代自動

車 関 連 （ 自

動車関連を

含む） 

イ 航空宇宙関

連 

ウ 環境・新エネ

ルギー関連 

エ 健康長寿関

連 

オ 情報通信関

連 

カ ロボット関連 

 

○ 集 積 業 種 の

事 業 に 関 わ

る製品の製造

又 は 研 究 に

取り組む企業 

 

ア  輸 送 機 械

関 連 産 業  

イ 電 気 ・ 電 子

機 器 関 連 産

業  

ウ 機 械 ・ 金 属

○大企業（中堅企業

を除く。） 

固 定 資 産 取 得 費 用

（土地を除く）の 4％

以内 

○中堅企業 

固 定 資 産 取 得 費 用

（土地を除く）の５％

以内 

※みなし大企業の場

合は４％の額 

○中小企業 

固 定 資 産 取 得 費 用

（土地を除く）の 10％

以内 

 

※みなし大企業の 

場合は８％の額 

 

 

 

○ 大 企 業 （中

堅 企 業 を 除

く。）・中堅企業

５ 億 円  

○ 中 小 企 業

10 億 円  



 

関 連 産 業  

エ  健 康 長 寿

関 連 産 業  

オ  農 商 工 連

携 関 連 産 業  

 

 

※ 愛 知 県 新 あ

い ち 創 造 産

業 立 地 補 助

金 の 対 象 と

なること 

豊田市 21 世

紀高度先端産

業立地補助金

交付要綱（21

世紀高度先端

産業立地補助

金） 

 

R6.4 

高 度 先 端

産 業 分 野

事 業 の 用

に 供 す る

工 場 の 新

増 設 等 を

行 う企 業  

 

(1)固定資産取

得費用 

 （土地を除く） 

○中小企業 ２

億円以上 

(2)雇用要件 

新増設を行う工

場等で以下の常

用雇用者の増加

があること 

○中小企業 ５

人以上 

○高度先端産業

分野に関わる

製品の製造又

は研究に取り

組む企業 

ア 航空宇宙関

連分野 

イ 環境・新エネ

ルギー関連分野 

ウ 健康長寿関

連分野 

エ 情報通信関

連分野 

オ 先端素材関

連分野 

カ ナノテクノロ

ジー関連分野 

キ バイオテクノ

ロジー関連分野 

 

 

※ 愛 知 県２１ 世

紀高度先端産

業立地補助金

の 対 象 と な る

こと 

固 定 資 産 取 得 費 用

（土地を除く）の 10％

（みなし大企業の場

合は８％）以内 

 

※償却資産のみの場

合は５％（みなし大企

業の場合は４％）の額 

○ 中 小 企 業

の み対 象 10

億 円  

豊田市用地取

得補助金交付

R7.4 産 業 集 積

地 区 内 の

豊田市創造産業

立地補助金又は

・豊田市創造産

業立地補助金

対 象 資 産 （ 土 地 ） の

10％の額 

1 億 円  



 

要 綱 （ 豊 田 市

用地取得補助

金） 

土 地 を 取

得 して工 場

等 の 新 増

設 を 行 う企

業  

豊田市 21 世紀

高度先端産業立

地補助金の交付

を受けること。 

の補助事業 

・豊田市 21 世紀

高度先端産業

立地補助金の

補助事業 

豊田市成長投

資促進条例 

R6.12 （１）成長産業立地奨励金 

 

○対象業種 

市場規模拡大分野に該当する製造業、ソフトウェア

業 

○投資規模要件 

中小企業・中堅企業：2,000 万円以上 

大企業（中堅企業を除く。）：25 億円以上 

○事業所の用途 

工場、研究開発施設 

○対象資産 

土地、家屋、償却資産 

 

※事業規模の拡大又は生産性の向上を目的としてい

ること。 

※壁面後退が必要な場合あり。 

※愛知県新あいち創造産業立地補助金（B タイプ）と併

用すること。 

○補助率 

20％～30％ 

 

○交付限度額 

20 億円 

（２）設備投資奨励金 

 

○対象業種 

製造業、ソフトウェア業、完全人工光型の野菜等工

場、製品の製造に係るサービス業、製品の製造に係

る情報通信業、ファブレス事業 

○投資規模要件 

中小企業：1,000 万円以上 

中堅企業・大企業（中堅企業を除く。）：3 億円以上 

○事業所の用途 

工場、研究開発施設 

○対象資産 

償却資産 

 

※事業規模の拡大又は生産性の向上を目的としてい

ること。 

※壁面後退が必要な場合あり。 

○補助率 

 中小企業：20％～30％ 

 中堅企業・大企業（中堅企業を除

く。）：10％～20％ 

 

○交付限度額 

5 億円 


